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少子高齢化が進む中で、私たちの身の周りでは生活環境の変化による様々な困り
ごとが生じています。このような社会や地域の変化に伴い、地区社会福祉協議会
（以下「地区社協」）に求められる役割も変化してきました。

前橋市では平成29年度から各地区社協との連携のもと、生活支援体制整備事業と
して、市民との協働による高齢者支援体制づくりを進めています。

生活支援体制整備事業は、①高齢者自身が健康の維持・増進に努めること（自
助・介護予防）と、②ご近所を中心とした支え合いの地域づくりを構築すること
（互助・生活支援）を事業の柱として展開しています。

自助・介護予防については、健康への興味関心の高まりや、ふれあい・いきいき
サロンなどの高齢者の集いの場の普及を背景に、その重要性が認識され活動が広
がっています。一方、互助・生活支援については、地域の関係性の希薄化や担い手
の減少など、重要性は認識されるものの活動が広がりにくい現状があります。そこ
で、地域の合意形成が図りやすく、生活に身近な圏域である町ごとに「ちょっとし
た困りごと」を解決する仕組みづくりを進めるために、地区社協を通じて町社協の
設置を進めています。

今後、新たに地区社協役員になる方々にも地区社協活動の役割を理解したうえで、
主体的に地区社協の運営に携わっていただくために、平成29年度に作成した「地区
社協活動マニュアル」から「地区社協活動の手引き」として再編しました。

再編にあたっては検討部会を設置し、市内５ブロックの代表会長のご協力のもと
意見交換を重ね、今後地区社協に求められる役割、町社協を含む他団体との連携を
中心に整理しました。この手引きが、地区社協活動の参考として多くの方に活用し
ていただければ幸いです。

この手引きのPDF版は前橋市社会福祉協議会のホームページからダウンロードで
きます。
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地区社協とは？

住みよいまちづくりの実現に向け地区社協は、住民同士で話し合い、困りごと
の解決等に取り組み、民間組織としての「自主性」と、行政や専門職と連携を取
りながら、住民から集められた会費や募金などの財源を運用する「公共性」とい
う２つの大きな特徴を持っています。

そのため、活動の実施においては地域住民に広く周知するとともに、収支の透
明性を図り、使途を明確に示す必要があります。

地区社協は地域住民で構成されており、その役員は自治会や民生委員、老人ク
ラブ、保健推進員、ボランティアの会など、色々な目的をもった団体で組織され
ています。

現在、地域住民だけでは解決が難しい困りごとが増えており、今後、地域に住
む専門職や商店、NPO団体など、多様な主体と連携をしていくことも必要です。
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ー
THEME
01

１ 地区社協の構成

住民参加型
福祉サービス
NPO団体など

企業・商店
消防組織など

老人ホーム
保育園
障がい児・者施設など

保護司
更生保護女性会
学校・PTAなど

福祉事業を担う団体 その他

福祉の施設 関連分野の団体

地 区 社 協

地域住民

老人クラブ

ボランティアの会

保健推進員

民生委員自治会
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2 地区社協の成り立ち

前橋市では市町村合併に伴い昭和３０年７月１２日に市社協の改組が行われ、

全市単一の市社協の下に各地区社協が置かれることになりました。

現在の本庁管内（旧市社協）は、前橋地区社協となり、合併した旧町村ごとに

地区社協（上川淵・下川淵・芳賀・桂萱・東・元総社・総社・南橘・清里・永

明）が置かれ、１１地区社協となりました。

昭和４１年ごろ（資料なきため類推による）旧前橋地区社協から、東部（現在

の中川地区社協）、次いで南部、北部、若宮、城東、中部が相次いで分離し、旧

前橋地区社協は解消しました。

昭和４２年５月に城南村が合併し、城南地区社協が発足、次いで昭和５６年８

月、東部と南部の一部がそれぞれ分離、合体し、文京地区社協が発足しました。

昭和６０年５月、北部が岩神と敷島に分離して北部地区社協が解消しました。

その後、平成１６年１２月５日、勢多郡大胡町、宮城村、粕川村の編入合併に

伴い、大胡・宮城・粕川地区社協が発足しました。平成２１年５月５日、勢多郡

富士見村の編入合併に伴い、富士見地区社協が発足し、現在前橋市は２３の地区

社協で構成されています。

岩神 ・ 敷島 ・ 若宮 ・ 城東
中部 ・ 中川 ・ 文京 ・ 南部

上川淵 ・ 下川淵 ・ 芳賀・ 桂萱
東 ・ 元総社 ・ 総社 ・ 南橘
清里 ・ 永明 ・ 城南

大胡 ・ 宮城 ・ 粕川 ・ 富士見
【 市社協支所圏域 】

【 支所・市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ圏域】

【 本庁管内 】

【 主な事務： 市社協支所 】

【 主な事務 ： 支所・市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】

【 主な事務 ： 地区社協会長 】

【 運営にかかる事務局 】



【 前橋市では課題解決を話し合う場（協議体）を３層にわけて構成】

地区社協役員が町の福祉活動や困りごとを共有し、話し合い、地区社協から町

社協への配分金の調整や、地域で活動する人材を養成する研修を企画するなど、

町単位の地域福祉活動を充実させるための方針を決定します。

地区社協の役割

ー
THEME
02

１ 定期的な企画運営会議の開催

話し合い、方針決定する1
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・ 前橋市全域に対するサービスの開発
・ 地区や町で解決できないニーズへの対応

・ 話し合い、方針決定する
・ 地区や町の課題を問題提起
・ 各種団体との連携
・ 事業周知するための広報活動

・ 課題解決に取り組む（サロン・見守り）
・ 一緒に活動する仲間を増やす

サロンや見守りなど、町単位の
地域福祉活動が継続することを
推進するための基礎組織です。

町社協*¹とは

地区や町の課題を問題提起2

町で検討した困りごとを、必要に応じて行政や市社協へ問題提起し、連携して

福祉のまちづくりを推進します。地区社協には市と町の中間的立場として、市で

は把握しきれない町単位の困りごとを吸い上げ、市と町のつなぎ役になることが

求められます。

町社協*¹
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2 連携および広報

各種団体との連携1

地域での、担い手不足による住民負担や複雑多様化した困りごとに対し、地域

の横のつながりを作り、組織的、機能的に地域福祉活動を実施、情報を共有する

必要があります。そのため地区社協には、地区内で活動する各種団体と連携、調

整する役割が求められます。

地域の実情に応じて、他機関と連携した事業を企画し、実施をしてます。

（※なお共催事業の際、収支は団体ごとに整理する必要があります。）

ﾎﾞｯﾁｬﾘｰﾀﾞｰ養成研修（ 岩神地区 ） ﾁｬﾚﾝｼﾞｳｫｰｷﾝｸﾞあずま2021（ 東地区 ）
地区社協 × 生涯学習奨励員連絡協議会地区社協 × 地域づくり協議会

ふれあいの広場（ 市内全地区 ）
のびゆくこどものつどい × ふれあいの広場
例年４月～５月にかけて、「三世代交流、各種団体間の交流、福祉の体験」を目的に
実施。
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広報紙やSNSを活用することにより、幅広い世代へ、活動やイベントの紹介等

広報することができます。広報活動を通じて、地域住民の福祉意識を高め、地域

福祉活動への参加、協力を促進することにもつながります。

行事チラシを持って訪問 SNSを活用した情報発信
【下川淵地区】
Facebook「下川淵ｱｲｱｲ」

回覧板を通じた情報発信
【大胡地区】
広報紙「ささえあい」

事業周知するための広報活動2

会食をきっかけとして、見守りの必要な方とつながるきっかけづくりの事業。現在は、
仕出し弁当をデリバリーやテイクアウト方式で配布し、地域とのつながりや絆を深め
ています。

地域の助け合いや支え合いの強化と、福祉の担い手の育成を目的として実施する事業。
先進地視察研修では、自身の地区の活動の参考にすると同時に、役員の親睦を深める
よい機会にもなっています。

ふれあい会食会

地区社協研修会
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ー
THEME
03 福祉のまちづくりを進めるにあたって

1 4つの「助（自助・互助・共助・公助）」

福祉のまちづくりを進めるうえで、様々な困りごとを「自助・互助・共助・公

助」の連携によって解決していくことが必要です。「４つの助」のうち、基礎とな

るのは「自助」です。しかし、自分一人の力で生活していくことには限界があり、

そのため「自助」を支える仕組みとして、地域の中で助け合う「互助」が必要にな

ります。さらに専門的な知識が必要な場合や、地域の力だけでは解決できない困り

ごとに対しては「共助」や「公助」が機能していくことになります。

地域の特性を活かした「互助」の取り組みの促進や、４つの助の連携、および機

能強化を図るための取り組みが重要です。

・地区社協、町社協が
進める住民主体の支
え合い活動の推進

（地域支援）
市社協

（個別支援）
・専門職との連携によ
る様々な困りごとへ
の対応

・介護保険や医療保険など
社会保険制度によるサー
ビス

共助 制度化された
相互扶助

・高齢者福祉や障がい者福
祉、生活保護など行政に
よる支援

公助 法律や制度に
基づくサービス

・地域への関心
・地域福祉に係る情報取得
・福祉学習や体験活動

自助 自助努力 互助 住民同士の支え合い

・話し合い、方針決定する・地区や町の課題を問題提起
・各種団体との連携・事業周知するための広報活動

地区社協

・課題解決に取り組む（サロン・見守り）
・一緒に活動する仲間を増やす

町社協



10

その他

ー
THEME
04

1 市社協の役割

① 地区社協会長会の運営及び事業推進に関する支援

② 地区社協が行う地域福祉推進事業への助成

地区社協間の連携強化、情報交換、市社協からの情報提供

●地区社協地域福祉活動助成金 一般会費納入額の７割を交付

●地区社協関係助成金 赤い羽根共同募金を配分

（ 活用例 ）・企画運営会議の開催 ・支え合い活動を推進する担い手研修

・IT機器購入（ポケットWi-Fi・パソコン・タブレット等）

・広報紙の編集と発行 ・町ごとの支え合い活動への配分 など

③ 町社協が行う地域福祉推進事業への助成

④ 福祉委員*²の育成支援

⑤人的支援（地区担当職員の配置）
市内２３地区に担当職員を配置し、企画運営会議に出席し、必要な情報提供
や助言を行います。

町社協のメンバーとして、地域の困りごとを発見、把握するとともに、
住民同士で共有し、困りごとの解決に向けた活動について話し合い、
支え合いの地域づくりを進める人

福祉委員*²とは

圏域別地区社協会長会議の開催
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前橋市地区社会福祉協議会会長会
令和２・３年度地区社協活動検討部会

中央ブロック 上野 厲治 会長（岩神） 森山 孝史 会長（若宮）
東ブロック 杉下 建樹 会長（宮城） 澁谷 義雄 会長（宮城）
西ブロック 加藤 綱男 会長（ 東 ） 吉澤 信夫 会長（清里）
南ブロック 井野 智充 会長（城南） 剱持 修一 会長（下川淵）
北ブロック 金子金五郎 会長（南橘）

地域住民で進める
支え合いの手引き

生活支援体制整備事業
活動事例集

コロナ禍における
地域の支え合い活動事例集

町社協設立モデル事業
実施状況中間報告書

コロナ禍における
サロン活動
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群馬県前橋市日吉町2丁目17番10号

2 参考資料


	地区社協活動の手引き
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11

